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「新地域密着型金融推進計画」の取組み実績のご報告について 

 

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、当金庫の「新地域密着型金融推進計画」について、平成２０年４月から

平成２１年３月までの取組み実績を報告いたします。 

以上 



「新地域密着型金融推進計画」の取組み実績 

（平成２０年４月～２１年３月） 

 

 

【①ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化】 

平成１５年よりお取引先企業（および個人事業主）の経営者に自社の財務内容お

よび経営課題を正しく認識していただくことを目的として財務分析結果に基づく

経営相談を行っており、平成２０年度は５３件実施し４３件の融資提案を行いまし

た。また、より踏み込んだ経営改善支援の取組みとして、お取引先へ職員を派遣す

る等の人的支援および新たに経営改善支援先７先を追加し経営改善への取組みを

行っております。 

創業・新事業支援融資については、積極的な対応により６先１９２百万円の実績

となりました。 

 

【②事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底】 

  当金庫では従来から事業の将来性やキャッシュフローを重視して資金ニーズに

対応しておりますが、中小企業者の皆様方からの多種多様な資金ニーズに対応する

ため新しい融資手法による提案を強化することとして、財務制限条項付融資（製造

業：１先１５百万円）、流動資産担保融資（建設業：１先１６７百万円）の実績お

よび動産譲渡担保融資の提案を行いました。財務内容に関するアドバイスを直接経

営者に対して行う等、よりきめ細やかな企業支援が可能となりました。 

  また、中小企業の資金繰りを支援するため緊急保証制度（略称：全国緊急）利用

により９６件１，６７５百万円の資金供給を行いました。 

 

【③地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献】 

少子高齢化による人口減少が続くこの地域において持続可能な地域経済を維持

するため、信用金庫のネットワークを活用して地域の強みである観光産業への直接

的サポート（集客活動等）を展開することとして、地元をＰＲするためオリジナル

の「郡上おどり」日程表を作成し、案内文やガイドブックとともに全国１９７金庫

に郵送、また、同年８月には業界紙に当地域のＰＲ広告を掲載し知名度の向上に努

めました。その結果、豊橋信用金庫、但陽信用金庫、東京信用金庫の３金庫が２１

年度「年金友の会」旅行コースに当地域を採用していただきました。 

また、平成１６年より地域の活性化を目的とした「郡上地域活性化協議会」を各

種関係団体とともに立ち上げ、広葉樹の植樹等の各種活動にも取組んでおります。

平成２０年度は、内閣官房・内閣府が募集した平成２０年度「地方の元気再生事業」

に同協議会が応募し、全国１２０事業のうちの一つとして選定され、当金庫が本事

業の代表団体（契約団体）となって同協議会の他のメンバーと共に、２０年１０月

から２１年３月までの６ヶ月間に情報・交通・産業・人材を有機的に組み合わせた

複合的な取組みによる自立型地域づくりを目指し、６事業を展開しました。内閣官



房・内閣府からは「地域資源を活かした収益事業の開発や都市との交流促進により

経済循環を図る点で、地域活性化に寄与する取組みであると評価できる。」との高

い評価を受けました。 

 

 

【経営改善支援等の取組み実績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２０年４月～２１年３月】
（単位：先数） （単位：％）

α/Ａ β/α δ/α

 正常先 ① 4.0% 4.5%  

うちその他
要注意先

② 16.7% 16.7% 20.8%  

うち
要管理先

③ 0.0% - -  

 破綻懸念先 ④ 11.8% 50.0% 50.0%  

 実質破綻先 ⑤ 9.5% 0.0% 100.0%  

 破綻先 ⑥ 0.0% - -  

13.9% 17.9% 28.6%  

6.6% 10.0% 18.0%  

（注）・期初債務者数及び債務者区分は20年４月当初時点で整理しております。

・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含んでおりません。

・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しております。

　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含んでおりません。

・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含んでおります。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が期初の債務者区

　分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理しております。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含んでおりません。

・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載しております。

・みなし正常先については正常先の債務者数に計上しております。

・「再生計画を策定した先数δ」＝「中小企業再生支援協議会の再生計画策定先」＋「ＲＣＣの支援決定先」＋「金融機関独自の再生計画策定先」

5

5

小　　計
（②～⑥の計）

経営改善
支援取組
み率

ランクアッ
プ率

再生計画
策定率

0

2

1

0

0 0

1 1

0 0

1

0

144

4

17

21

19 1

20 5

δ

合　　計

554 22

24

0

2

2

0

28

755

4

αのうち再
生計画を策
定した先数

αのうち期
末に債務者
区分が変化
しなかった
先数

αのうち期
末に債務者
区分がラン
クアップした
先数

うち
経営改善支
援取組み先
数

Ａ α　 β γ

要
注

意
先

22 8

50 941

15

201

期初
債務者数




